
２０２６年３月１８日 

各 位 

小田急電鉄株式会社 

  

タッチ決済乗車取扱規則の制定について 

 

クレジットカード等のタッチ決済による後払い乗車サービス導入に伴い、以下の規則の制定を行いま

す。詳細は、下記のとおりです。 

  

記 

 

１ 制定規則 

「タッチ決済乗車取扱規則」 

 

２ 施行日 

２０２６年３月２５日（水）初電より  

 

３ 制定内容 

【別紙】をご確認ください。 
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「タッチ決済乗車取扱規則」 

 

 ２０２６年３月１６日 旅通牒甲２０２６第７号制定 

 

第１編 総則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、小田急電鉄株式会社（以下「当社」という。）における、識別番号が記録

されたクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード（以下「カード」とい

う。）および携帯情報端末等に搭載しているカード機能（以下「決済媒体」という。）の

タッチ決済を使用した乗車（以下「タッチ決済乗車」という。）による旅客の運送等につ

いて、その使用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを

目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 タッチ決済乗車による旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。 

２ この規則に定めのない事項については、法令、当社の旅客営業規則および決済媒体発行事業者

が定める規程等の定めるところによる。 

３ この規則およびこれに基づいて定められた事項は、旅客に予告なく変更できるものとする。 

４ この規則が改定された場合、以後のタッチ決済乗車による旅客の運送等については、改定され

た規則の定めるところによる。 

 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）「タッチ決済」とは、近距離無線通信規格（ＮＦＣ）ＴｙｐｅＡ／Ｂを活用したＥＭＶコ

ンタクトレス決済をいう。 

（２）「都度利用」とは、決済媒体を利用したタッチ決済乗車のうち、旅客営業規則に定める普

通旅客運賃を適用するものをいう。 

（３）「タッチ決済乗車システム」とは、提携事業者が管理するサーバ上にて、決済媒体の識別

番号および乗車時の入出場情報等を管理するクラウド型交通乗車システムの機能を利用した、

電子式証票による乗車方式をいう。 

（４）「発行事業者」とは、タッチ決済を使用して乗車することができるカードを発行する事業

者およびタッチ決済を使用して乗車することができるカード機能を提供している事業者をい

う。 

（５）「提携事業者」とは、タッチ決済乗車システムのＷｅｂサイトを管理する事業者であるＱ

ＵＡＤＲＡＣ株式会社をいう。 

（６）「対応改札機」とは、決済媒体を用いて改札を行う機器等をいう。 

（７）「他社線」とは、当社以外の鉄道事業者の路線をいう。 

（８）「相互利用社局」とは、当社とタッチ決済乗車（都度利用）について、共通の決済システ

ムを用い相互に旅客運送を行う鉄道事業者をいう。 

（９）「相互利用社局線」とは、相互利用社局の路線をいう。 

 

（制限または停止） 

第４条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため等、当社が必要があると認めたときは、タッチ決済

乗車の乗車区間、乗車経路、乗車方法、入場方法、乗車する列車、使用可能時間等の制限ま
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たは停止をすることがある。 

２ 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係駅または当社ホームページ等

に掲示する。 

３ 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。 

 

（利用履歴の確認） 

第５条 旅客は、提携事業者が管理するＷｅｂサイト「Ｑ－ｍｏｖｅポータルサイト」に会員登録

することで、乗車日、利用区間、乗車運賃等の利用履歴を確認することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用した日から起算して３６５日を経過した利用履歴および提携

事業者に起因する特別な事情がある場合の利用履歴を確認することはできない。 

 

(都度利用による旅客運賃の決済方法) 

第６条 都度利用による旅客運賃の決済方法は、旅客が所有する決済媒体の発行事業者の定めると

ころによる。 

２ 都度利用に使用できる決済媒体のブランドは、ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、ＪＣＢ、

ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＸＰＲＥＳＳ、ＤｉｎｅｒｓＣｌｕｂ、ＤＩＳＣＯＶＥＲおよび中国銀聯

とする。 

３ 都度利用により発生した運賃は、１日単位で集計する。 

４ 都度利用により発生した運賃は、旅客が利用した決済媒体の発行事業者が当社に立替払いを

するものとし、当該発行事業者は、都度利用した旅客に対して、運賃相当額の債権を取得する

ものとする。 

５ 発行事業者から旅客に対する請求方法については、当該発行事業者が別に定めるところによ

る。 

 

（免責事項） 

第７条 決済媒体において、発行事業者に起因する旅客の損害または発行事業者のサービス機能に

かかる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。 

２ この規則に定めのない、決済媒体を使用したサービス（当社が提供するものを除く。）に関

して生じた旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。 

３ 旅客が決済媒体のうち、携帯情報端末等を使用するために利用している通信提供事業者のシ

ステム障害および回線障害等が起因した損害等については、当社はその責めを負わない。 

４ 決済媒体の利用時における携帯情報端末の通信費用等については、旅客が負担するものとす

る。 

 

第２編 旅客営業 

 

第１章 通則 

 

（契約の成立時期および適用規定） 

第８条 タッチ決済乗車（都度利用）に関する旅客との運送等の契約は、その成立について別段の

意思表示があった場合をのぞき、入場時に対応改札機等による改札を受けたときに旅客と当

社の間において成立する。 

 ２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、す

べてその契約の成立した時の定めによるものとする。 

 

（使用方法） 

第９条 タッチ決済乗車（都度利用）は、決済媒体による駅相互間の乗車に使用することを目的と

し、使用方法は、次の各号に定めるとおりとする。 
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 （１）決済媒体を使用して乗車するときは、対応改札機等による改札を受けて入場し、同一の決

済媒体により対応改札機等による改札を受けて出場しなければならない。 

 （２）適用する運賃は、旅客営業規則第７３条（旅客の区分及びその旅客運賃・料金）に定める

大人に限るものとする。 

 （３）入場時に使用した決済媒体を出場時に使用しなかった場合は、当該決済媒体で再び入場す

ることができない。 

 （４）旅客の所持する決済媒体の不具合や携帯情報端末等の充電切れ、通信障害等により第1号に

規定する乗車処理ができない場合、タッチ決済乗車（都度利用）は無効として取扱う。 

 （５）決済媒体を紛失したときは、前号の規定に準じて取扱う。なお、決済媒体の紛失に対し、

当社は責めを負わない。 

 

（制限事項） 

第１０条 都度利用による乗車に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することがで

きない。 

（１）１回の乗車につき、複数の決済媒体（カードと当該カード情報を紐づけた携帯情報端末

等を含む。）を同時に使用すること。 

（２）当社線から他社線に改札を受けることなく連続して乗車したとき。ただし、相互利用社

局線については、この限りではない。 

（３）決済媒体を使用して、乗車以外の目的で駅に入場すること。 

  （４）決済媒体と他の乗車券および乗車証等を併用すること。 

（５）対応改札機の故障、停電またはシステム障害等により取扱いができないとき。 

（６）決済媒体の有効期限終了または利用可能額超過等により、発行事業者の使用制限または

停止の措置を受け、使用できない状態になったとき。 

（７）旅客が出場時に対応改札機で運賃の支払いができない経路を乗車したとき。 

（８）決済媒体に登録された名義人本人以外が使用したとき。 

 

（取扱区間） 

第１１条 当社において都度利用で乗車できる区間は、全線とする。 

  ２ 当社と相互利用社局線の対応改札機設置駅相互間の都度利用については、第２１条の規定

による。 

 

（旅客の同意） 

第１２条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意し

たものとする。 

 

第２章 運賃 

 

（運賃） 

第１３条 都度利用で乗車した場合の運賃は、旅客営業規則第７７条（大人片道普通旅客運賃）に

定める大人普通旅客運賃と旅客営業規則第１３０条（普通旅客運賃に対する鉄道駅バリア

フリー料金）に定める鉄道駅バリアフリー料金を加算するものとし、当該入場駅・出場駅

相互間の最も低廉となる運賃計算で算出する。 

  ２ 旅客は、旅客営業規則で定める割引条件に該当する場合であっても、タッチ決済乗車（都

度利用）で乗車した場合は、旅客運賃の割引を請求することができない。 

 

第３章 効力 
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（効力） 

第１４条 第９条の規定によりタッチ決済乗車（都度利用）する際の効力は，次の各号に定めると

おりとする。 

（１）片道１回の乗車に限り有効とする。 

（２）１つの決済媒体につき、同時に１人のみ入場処理を行うことができる。 

  （３）入場処理された決済媒体は、出場処理が完了するまでの間、新たな入場処理を行うこと

はできない。 

（４）タッチ決済乗車（都度利用）は入場処理を行った当日限り有効とする。 

（５）途中下車の取扱いはしない。 

 

（無効となる場合） 

第１５条 旅客が次の各号に該当するときは、当該タッチ決済乗車（都度利用）は無効として取扱

い、当該旅客の乗車駅からの乗車区間に対する普通旅客運賃と、その２倍に相当する増運

賃とをあわせて収受する。 

  （１）決済媒体を他人から譲り受けて使用した場合 

  （２）係員の承諾を得ないで対応改札機による改札を受けずに乗車した場合 

  （３）この規則に基づかず使用した場合 

（４）その他不正乗車の手段として使用した場合 

  ２ 偽造、変造または不正に作成された決済媒体を使用した場合は、前項の規定を準用する。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等） 

第１６条 前条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しな

い場合は、旅客営業規則第２６４条（乗車券類の無札及び不正使用旅客に対する旅客運

賃・増運賃の収受）の規定を準用して計算する。 

 

第４章 特殊扱い 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第１７条 旅客は、決済媒体で対応改札機により入場後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅

行開始駅まで往復して出場する場合は、実乗車区間の普通旅客運賃を現金等の方法で支払

い、決済媒体の発駅情報の消去処理を受けなければならない。 

２ 決済媒体を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、当該駅の最低運

賃相当額を現金等の方法で支払い、決済媒体の発駅情報の消去処理を受けなければならない。 

 

（入場処理未了時の取扱い） 

第１８条 旅客は、タッチ決済乗車（都度利用）時に入場処理がされていない決済媒体を使用して

出場しようとした場合は、第１５条第１項に規定する運賃・増運賃を現金等の方法により

支払うものとする。なお、乗車駅が不明な場合は第１６条の規定による。ただし、旅客に

悪意がないと当社が認めるときは、旅客の申し出による乗車駅に対する入場処理を行い、

その後当該出場駅の出場処理を行うものとする。この場合、当該決済媒体に入場処理がで

きないときは、乗車区間に対する普通旅客運賃を現金等の方法で支払うものとする。 

 

（出場処理未了時の取扱い） 

第１９条 旅客は、タッチ決済乗車（都度利用）時に出場処理がされていない決済媒体を使用して

入場しようとした場合は、当該媒体に記録された入場駅からの最遠区間に対して、第１５

条第１項に規定する運賃・増運賃を現金等の方法により支払い、発駅情報の消去処理を受

けるものする。ただし、旅客に悪意がないと当社が認めるときは、旅客の申し出による乗
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車区間に対する出場処理を行うものとする。この場合、当該決済媒体に出場処理ができな

いときは、乗車区間に対する普通旅客運賃を現金等の方法で支払い、発駅情報の消去処理

を受けるものとする。 

 

（列車の運行不能の場合の取扱い） 

第２０条 旅客は、決済媒体で入場後に列車が運行不能となった場合は、次に掲げる取扱いのいず

れかを選択のうえ請求することができる。 

  （１）無賃送還 

  （２）任意による旅行中止 

  ２ 前項第１号の取扱いを選択した旅客については、入場処理を行った駅まで無賃送還するこ

とができる。この場合、当該決済媒体の発駅情報の消去処理を受けるものとする。 

  ３ 前項の規定にかかわらず、旅客が無賃送還中の途中駅での下車を希望する場合、発駅から

下車駅までの普通旅客運賃を下車駅において当該決済媒体から収受する。 

  ４ 第１項第２号の取扱いを選択した旅客については、発駅から途中下車駅までの普通旅客運

賃を途中下車駅において当該決済媒体から収受する。 

  ５ 第３項および第４項による下車駅が、第１１条に規定する駅以外であるときは、第１８条

の規定を準用する。 

 

第３編 他社線 

 

（他社線への都度利用および乗継ぐ場合の取扱い） 

第２１条 第３条第８号に規定する相互利用社局の路線の取扱い区間内を連続して乗車する場合に

限り、タッチ決済乗車（都度利用）の取扱いを行うものとする。 

  ２ 前項に定める相互利用社局は次の鉄道事業者をいう。 

    小田急電鉄株式会社 

    株式会社小田急箱根 

    京王電鉄株式会社 

    京浜急行電鉄株式会社 

    相模鉄道株式会社 

    西武鉄道株式会社 

    東急電鉄株式会社 

    東京地下鉄株式会社 

    東京都交通局 

    東武鉄道株式会社 

    横浜高速鉄道株式会社 

  ３ 第８条、第９条、第１０条、第１２条、第１４条、第１５条、第１６条、第１８条並びに

第１９条の規定は、当社線と前項の相互利用社局線とを連続して乗車するときにも準用する。 

 

（他社線内の取扱い） 

第２２条 当社線と前条に定める相互利用社局線の取扱区間内を乗継いで乗車するときの相互利用

社局線内におけるタッチ決済乗車（都度利用）による取扱いについては、当該鉄道事業者

の定めるところによる。 

 

（他社線と乗継ぐ場合の運賃） 

第２３条 当社線と第２１条に定める相互利用社局線の取扱区間内を連続して乗車する場合の運賃

は、実際に乗車した経路に基づき、各鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方

による運賃の合算額とする。 
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  ２ 前項の規定にかかわらず、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる

経路を乗車したものとみなして運賃を計算することがある。 

  ３ 相互利用社局が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該

事業者がタッチ決済規則に定める割引運賃を適用する。 

 

（複数の他社線を乗継ぐ場合の効力） 

第２４条 相互利用社局線との接続駅において改札を受けることなく乗継ぐときの効力は、第１４

条を準用する。 

  ２ 相互利用社局以外の事業者の路線に、接続駅において改札を受けることなく乗継ぐときは、

タッチ決済乗車（都度利用）は無効とする。この場合、旅客は、次の各号のとおり運賃を支

払い、決済媒体への処理を受けなければならない。 

  （１）旅客は、当該事業者との接続駅から、実乗車区間に対する普通旅客運賃と鉄道駅バリア

フリー料金を合わせた旅客運賃を現金等により支払わなければならない。 

  （２）旅客は、相互利用社局線内の実乗車区間に対する普通旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料

金を合わせた旅客運賃を現金等により支払わなければならない。 

  （３）旅客は、前号の旅客運賃収受の際、出場処理が未了の決済媒体を提出し、発駅情報の消

去処理を受けなければならない。 

  ３ 相互利用社局線に乗継ぐ場合であっても、対応改札機未設置駅において出場するときは、

タッチ決済乗車（都度利用）は無効とする。この場合、旅客は、次の各号のとおり運賃を支

払い、決済媒体への処理を受けなければならない。 

  （１）旅客は、相互利用社局線内の実乗車区間に対する普通旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料

金を合わせた旅客運賃を現金等により支払わなければならない。 

  （２）旅客は、対応改札機設置駅において、出場処理が未了の決済媒体を提出し、発駅情報の

消去処理を受けなければならない。 

 

 

附 則 

この規則は、２０２６年３月２５日から施行する。 


